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 １．給水装置工事の流れ

 ２．工事申請の注意点

 ３．施工中の留意点

 ４．竣工検査について



はじめに ～指定工事事業者の皆様へお願い～

・無断工事は絶対禁止

・家屋解体は撤去工事、建替えは改造工事で申請

・複数の宅内に影響する断水を行う場合は市に報告

・年末や年度末工期の工事は計画的に



市
（お客様センター）

１．給水装置工事の流れ

センター職員立会

変更が生じないように十分検討して下さい

発行



２．工事申請の注意点

（１）申請書類と確認事項

（２）申請手数料

（３）新設工事の注意点

（４）改造工事の注意点

（５）撤去工事の注意点



（１）申請書類と確認事項

事前協議がある場合

・給水装置工事の相談は、施行基準の
原則的な話をしますが、詳しくは、指
定工事店に照会するよう指導していま
す 指定工事店は、お客様の相談に
応じて責任をもって申請の準備をして
ください

申請書類
・給水装置工事申込書（正副）

・給水装置工事設計審査申請書

・給水装置工事承認証

・使用材料表

・位置図及び平面図

確認事項
・申請年月日の記入

・分岐口径等の記入（事前確認）

・所有者と申請者が同一人物か

異なる場合→所有者変更の届出

・水理計算書（受水槽計算書）

・申請図面には管種や口径を記入

・図面の縮尺は原則1/100

・図面の上方を北とし、方位表示する

・現地確認は必ず行うこと



（２）申請手数料

新設で分岐口径30㎜以上の場合・・・・10,000円

分岐口径25㎜以下の場合・・・・ 5,000円

改造で分岐口径を変更する場合・・・・ 5,000円

分岐口径の変更がない場合・・・ 3,000円

撤去 ・・・・ 0円



（３）新設工事の注意点
新設工事

・配水管の分岐工事から止水栓までの工事は、予定栓の新設工事として

申請することになります。

・既設予定栓に接続する給水装置工事は、新設工事の申請です

・止水栓までの工事と、宅内の給水装置工事の業者が異なる場合、予定

栓工事の竣工検査が終了してから、宅内の給水装置工事を受付しますの

で、注意してください。

※ 上記の例で、工事用としてにすぐに水道を使用したい時は、予定栓工事ではなく、給水栓を含めた給水装置工事の

申請を行い、その後に、改造工事で宅内の給水装置工事の申請をする方法もあります。

・撤去栓へ接続する新設工事で水が出ない場合は、施主の負担となりま

すので、ご注意ください。



（４）改造工事の注意点
改造工事

・簡易水洗トイレから水洗トイレへの改修には、給水装置の改造工事の

申請が伴います。申請漏れのないようにお願いします。

・受水槽交換のみ工事の場合も、給水装置の一次側の改造が伴いますの

で、改造工事申請が必要となります。

（簡易専用水道施設届出・小規模貯水槽届出変更も必要）



（５）撤去工事の注意点（１）

・建物を解体する場合

給水装置も同時に解体されますので、事前
に給水装置の申請が必要です

〇 更地にして、水を使わない場合

⇒撤去申請

〇 新築する場合、一部水栓が残る場合

⇒改造申請

※メータ器だけが残ることはありえない

水道メーター

水道本管

給水装置

（水道本管取出部から蛇口まで）

止水栓

建物の取壊しを計画されている方へ

　建物内に水道水を供給する管を給水管といい、水道本管取出部から

蛇口までを給水装置といいます。
　建物を解体する場合、給水装置も同時に解体することになるので、
事前に給水装置工事の撤去申請が必要となります。申請は市が指定した

給水装置工事事業者以外にはできませんので、一関市指定の給水装置
工事事業者に依頼してください。尚、撤去申請の際、市に納付する
手数料はかかりません。

※無届けで撤去工事を行い給水装置を破損する事故が発生しております。
　無届工事は条例違反となり罰則を科されるだけではなく、事故により
　周辺に断水や赤水が発生した場合は、復旧費用を全額負担していただ

　く場合があります。

給水管

お問合せ先
　（一関、花泉地域）
　　　一関市水道お客様センター　　　電話：0191-21-8562
　（大東、千厩、東山、室根、川崎、藤沢地域）　　
　　　一関市水道お客様センター千厩　電話：0191-53-2130

一関市水道課

水抜栓・無届けで撤去工事を行い、給水装置を破損させ
る事故が発生しております

・無届工事は条例違反となり罰則を科されるだけ
でなく、事故により周辺に断水や赤水が発生した
場合は、復旧費用を全額負担していただく場合が
あります

市民・業者へのお知らせ用のチラシ給水管の範囲(給水装置）は、配水

管（本管）取出し部から蛇口まで



（５）撤去工事の注意点（２）

撤去工事

・共有管から枝分かれしている給水管の止水栓およびメーター器の撤去

は、改造工事ではなく撤去工事となります。



３．施工中の留意点

・工事承認後、工事着手前に「着工届」を提出してください

・分岐工事は、原則として、火・水・木曜日にお願いします

(月曜日・金曜日は、万が一の事故対応が難しいため）

・立会を必要とする分岐工事は、以下のとおりです

① 分岐口径がΦ30㎜以上の場合

② 市内での分岐工事の実績が少ない工事事業者の場合

③ 送水管、高圧管等が輻輳していたり、配水管が複雑に

交差しているなど、市が立会を必要と判断する場合



４．竣工検査について

（１）提出書類

（２）工事写真

（３）現地での検査事項



・竣工検査申請書

・竣工検査願

・竣工図

・竣工検査表

・工事写真集

・使用材料一覧表

・公道内使用材料表（本管取出を含む工事）

・（本ﾒｰﾀｰの開始届や小規模貯水槽施設概要書等）

（１）提出書類

竣工時に承認図と異なる給水装置工事は認められない
・管種・口径の表示 ・図面の縮尺は原則1/100

・図面上方を北に方位表示・止水栓オフセット表示他
※図面の記載例を参考にして記載もれがないように



（2）-1 工事写真（新設工事の予定栓以降）

①水抜栓設置状況

※ 竣工図と比較して、どの水抜栓か分かるよう
ホワイトボード等で表示すること
設置個所が4箇所以上の場合は、市と協議のこと

給湯器用
水抜栓



（2）-2 工事写真（新設工事の予定栓以降）

②給水管布設状況

※ 布設延長が長い場合は、布設位置が確認できるように
ホワイトボード等で表示し、撮影箇所も増やすこと

・撮影箇所表示
・深さ表示



（2）-3 工事写真（新設工事の予定栓以降）

③耐圧試験状況

耐圧試験は、1.00Mpaで3分間です

※ 現場検査で実施する場合は写真不要。

※ 改造工事においては配管工事を伴う場合、耐圧試験を行うこと
なお、現場状況により試験が行えない場合は、市に報告のこと



（2）-4 工事写真（新設工事の予定栓以降）

④自圧測定状況

※ 現場検査で実施する場合は、写真不要
減圧弁設置の際は、減圧後の写真も必要

全景写真 接写写真



（2）-5 工事写真（新設工事の予定栓以降）

⑤ヘッター設置状況（ヘッターを設置した場合）

・施工した全箇所の写真



（2）-6 工事写真（撤去工事の場合）

分水栓閉栓キャップが写るようにすること

① 分水止め、キャップ止め完了状況 ② 埋戻完了状況（現地検査を実施しない場合）

2.5m

0.5m

・埋戻完了写真は、施工した全箇所

③止水栓オフセット測定状況（現地検査を実施しない場合）

３点全景、接写各１枚以上



（2）-7 工事写真（分岐工事の場合）

①穿孔状況（1枚以上）



（2）-8 工事写真（分岐工事の場合）

②コア取り付け完了状況(施工前後各1枚）

（挿入前） （挿入後）



（2）-9 工事写真（分岐工事の場合）

③分水時の耐圧試験状況

耐圧試験は、1.00Mpaで3分間です

全景写真 接写写真



（2）-10 工事写真（分岐工事の場合）

④自圧測定写真

全景写真 接写写真



⑤フィルム取り付け完了写真

（２）-11 工事写真（分岐工事の場合）



 その他

・メーター番号が市から出庫したものと合致しているか

・メーター方向等設置が適切か

・計測した自圧が所定の条件を満たしているか

（※減圧弁の設置）

・残留塩素が0.1 ㎎/L 以上検出されるか

・止水栓の開閉操作ができるか

・自家水を併用している場合、市水道と接合されていないか

（※クロスコネクション）

（３）現地での検査事項



クロスコネクションの禁止



ご清聴ありがとうございました
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